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報告① 別紙資料                令和 6年度 自己評価結果              板柳第一保育所鶴住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇高評価内容 

園の目的や存在意義、使命や役割などを明確にした理念が職員・保護者への周知が十分に 

図られているとの評価だった。 

 

★分析後取り組みが必要な項目 

    6.7.事業計画の見直しと職員理解・保護者周知 

      コメント 

       ＜わかりやすい説明かどうか、周知の方法に配慮しているかどうかなど取り組みの仕方を 

見直していく。＞ 

          

    8.保育の質の向上への取組 

       コメント 

      ＜基本方針に基づき、子どもと保護者への接し方、教育・保育への具体的な取組が一定的に 

行われているかなど職員自らの業務に対する意識づけを行うことで組織的に行われるように 

する。＞ 
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１理念、基本方針の確立と

周知

２事業経営の経営状況が把

握分析されている

３具体的な取組を進めて

いる

４中・長期的なビジョンの

明確化

５中・長期的な計画が策定
６事業計画の見直しと

職員の理解

７事業計画の保護者等への

周知

８保育の質の向上への取組

９評価結果に基づき計画的

な改善策を実施している
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〇高評価内容 

        12：PDCAサイクルに基づき、評価結果を分析・検討する場を定期的に持てていることが、 

保育の質の向上意欲につながっていると思われる。 

20：保育に関わる専門職の研修・育成についてのマニュアルを基本に積極的に実習生を受け入れて 

いる。また、中高生の職場体験も全面的に受け入れ、将来的に人材確保につなげられるよう 

努めている。 

   

★分析後取り組みが必要な項目 

10. 施設長の役割と責任 11.法令遵守等の取組 

コメント 
               ＜施設をリードする立場として、職員との信頼関係を築くために遵守すべき法令等を正しく 

理解するための取組を明確化する必要がある。＞ 
 

          17.18.19 職員研修について 
              コメント 
                ＜経験年数にあった目標設定・目標期限を明確にし、年度末には目標達成度を確認できる 

自己チェック表を用いて行っているが、育成・研修にリンクしているということの周知が 
足りなかった。また、研修を受けられる機会を増やしていく。＞ 
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10施設長の役割と責任

11遵守法令等の取組

12保育の質の向上意欲

13経営の改善業務の取組

14福祉人材の確保・定着等

15総合的人事管理

16職員の就業状況の配慮

17職員育成の取組

18職員の教育・研修の計画

19職員教育・研修の確保

20実習生等の育成

21運営の透明性を確保

22公正・透明性の高い取組

23子どもと地域との取組

24ボランティア等の受入

25関係機関との連携

26地域福祉ニーズの把握

27福祉ニーズ等に

基づく事業・活動

Ⅱ 組織の運営管理
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〇高評価内容 

子どもを尊重した保育の実施についての理念や基本方針をしっかり理解し、適切な福祉サービスの

実施に取り組んでいるという評価だった。 

 

    ★分析後取り組みが必要な項目  

       30.保育所選択について必要な情報提供 

コメント 

＜見学等の希望にはすべて対応し、利用希望者についても個別に説明を実施している。しかし、 

園を紹介する資料は１号認定園児募集ポスターのみとなっているため、今後検討していく。＞ 
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28子どもを尊重した保育

29子どものプライバシー保護

30保育所選択に必要な

情報報提供

31保護者に対する保育変更等

の説明

32保育所変更等への配慮

33利用者満足の向上目的

34苦情解決の仕組みの確立

35保護者が相談しやすい環境

36保護者の意見への対応

37安心・安全な福祉サービスの

提供

38感染症予防の安全確保

39災害時の安全確保

40保育の標準的な保育提供

41見直しをする仕組み

42アセスメントの策定

43定期的な指導計画の見直し

44保育の記録の適切な実施

45子どもの記録の管理体制

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施
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〇高評価内容 

     57.58.59. 健康管理について 

マニュアルに基づき一人一人の子どもの健康状態を職員全体で周知・共有できている。 

特にアレルギー疾患のある子どもや慢性疾患等のある子どもについても担当医からの指示を 

受け適切な対応を行うことができている。 

 

 54.障害のある子どもへの環境整備 

         保護者との連携を密にし、園での生活に配慮している。専門機関との連携が密にできている。 

引き続き必要な環境整備に努めていく。 

 

★分析後取り組みが必要な項目 

      51.52.53.保育の環境整備について 

       コメント 

       ＜学校薬剤師が定期的に検査をし室内の温度、湿度、換気、採光等常に適切な状態を維持できて 

いる一方、くつろげる空間の確保や異年齢児が関われる環境づくりを絶えず、よりよい環境を 

求めている。＞   
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46保育過程の編成

47心地よく過ごす環境

48子どもの事情に応じた保育

49基本的な生活習慣が身につく環境

50子どもの生活と遊びを豊かにする

保育

51・乳児保育の環境整備

52・1、2歳児保育の環境整備

53・3歳以上児保育の環境整備

54障害のある子どもへの環境整備

55長時間保育の環境整備

56小学校との連携、計画

57健康管理

58健康診断の実施

59アレルギー児への適切な対応

60食事を楽しむ工夫

61安心して食べることが出来る食事

の提供

62家庭との緊密な連携

63保護者が安心できる支援

64虐待等の早期発見

65保育実践の振り返り

Ⅳ 保育内容


